
　　　　　　　　　　　　　
第５次瑞穂町長期総合計画に関する策定体制　体系図

        町 長（策定権者） 

 
①瑞穂町長期総合計画策定委員会（以下「策定委員会」と
いう。）委員長として委員会を統括する。 
②審議会に基本構想を諮問する。 
③議会に対して、策定手法等及び策定経過について説明を
行い、基本構想及び基本計画を議案として提出する。 
 

  議 会（議決権） 

 
①町長から策定手法等及び策 
 定経過の説明を受ける。 
②基本構想案及び基本計画案 
 について審議し、議決する。 
 

     審議会 
  （委員数１８名以内） 

①町長の諮問を受け、基本構想を答 
 申する。 
②基本計画素案について、町長から 
 報告を受け、助言を行う。 
③構成員内訳 
 町行政委員会の委員 ２人以内 
 公共的団体等の役員 ９人以内 
 識見を有する者   ４人以内 
 公募        ３人以内 
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        住民参加 
①住民意識調査 
 １８歳以上の町内在住者から無作為抽出 
  で３，０００人対象 
②まちづくり提案の実施 
・広報紙やホームページ等により、まち 
   づくりに関する住民意見を募集する。その 
 際、住民意識調査と小中学生の間に入る世 
 代の意見募集にも留意する。 
・小中学校へ依頼し、小中学生の視点から「町
の好きな（良い）ところ」「嫌いな 
（悪い）ところ」「将来こんな町になって 
  欲しい」などの意見を募集する。 
・審議会委員の公募時の論文をまちづくり 
   に関する提案として位置付ける。 
・小・中学生議会開催時の質問内容を まち 
   づくり提案の参考とする。 
③（仮称）まちづくり懇談会 
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      庁内組織 
策定委員会 
①基本構想案・基本計画案を策定する。 
②構成 
 委  員 長：町長（招集権者） 
 副委員長：副町長 
 委      員：教育長、部長（議会事務局長を除く） 
 

専門部会（５部会） 

①内容は右に記載 
②構成 
 部会長：各部長（議会事務局長を除く） 
 部会員：参事、部内全課長職、部長が指名した係長職 
  （行財政部会は、企画部、議事係、会計課） 
 ・住民部会（将来人口推計を行う） 
   ・福祉部会 
   ・都市整備部会 
   ・教育部会 
   ・行財政部会（財政計画を作成する） 
 

専門部会の内容 
 
    ①審議会が行う基本構想の答申作成に関し、必 
       要な検討と資料等の提供を行うとともに、基 
       本構想の原案を作成し、策定委員会に報告す 
       る。また、各部会の分野の施策等に関する専 
       門的な調査及び検討を行い、基本計画の原案 
       を作成し、策定委員会に報告する。 
    ②第４次長期総合計画における各種事務事業の 
       成果を検証し、策定委員会に報告する。また 
      その結果を基本構想及び基本計画策定に反映 
      する。 
    ③住民意識調査及び住民提案の募集に関し、案 
      を作成し、策定委員会に報告する。また、実 
      施後は、分析を行い策定委員会に報告する。 
    ④各部会の附属機関等に対し、まちづくりに関 
      する意見聴取を実施、分析し、結果を施策等 
      に反映する。 
    ⑤町長への手紙や各課へのお問合せなど、広聴 
      情報を収集、分析し、結果を施策等に反映する。 
    ⑥職員提案について、各部会の施策への反映の 
      可能性を検討する。 
    ⑦基本構想素案及び基本計画素案について住民 
      に周知し、住民からの素案に対する意見を反 
      映させ、基本構想及び基本計画の原案を作成 
      する。 
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